









秘密情報管理規程
●●歯科医院


（目的）
第1条		この規程は、医院の秘密情報の適正な管理・保全について必要な事項を定めることを目的とする。

（適用範囲）
第2条		この規程は、医院の歯科医師および職員（パートタイム職員、嘱託社員を含む）に適用する。

（定義）
第3条		この規程に定める秘密情報とは、下記のもので医院が指定したものをいう。
①	業務を遂行するにあたり医院から提供された全ての情報
②	医院の財務および人事に関する情報
③	医院の取引先および取引内容に関する情報
④	医院の患者リスト・カルテ等に関する情報
⑤	医院の商品・技術・サービス・ノウハウに関する事項
⑥	その他、医院が特に指定する情報
2.	前項に関する情報で既に一般公開されているもの、事前に医院から承諾を得ているものについては、秘密情報に含まない。

（秘密情報の区分）
第4条		秘密情報の区分は、次のとおりとする。
①	極秘
秘密情報のうち、秘密保全の必要性がきわめて高く、その流出によって、医院に甚大な損害や損失を与えるおそれがあり、社内で特定の者以外には開示することができないもの
②	秘密
極秘以外の秘密情報のうち、その流出することによって、医院に重大な損害や損失を与えるおそれがあり、社内で特定の者以外には開示することができないもの
③	院外秘
極秘、秘密以外の秘密情報のうち、院外に開示することができないもの

（管理責任者と統括管理責任者）
第5条	1.	秘密情報を保有する部署の長は、管理責任者となる。
2.	秘密情報を全社的に統轄する者を統括管理責任者として、管理責任者の中から医院が任命する。

（秘密情報の指定）
第6条	1.	秘密情報の指定は、当該秘密情報を保有する部署の責任者が行い、秘密情報の重要度の度合によって第４条に定める区分を決定する。
2.	秘密情報を保有する部署の管理責任者は、前項の指定に応じて、極秘および秘密の情報に関しては、その期間および開示可能者の範囲を定める。
3.	極秘および秘密の指定を行った管理責任者は、統括責任者に報告をする。
4.	統括責任者は、報告を受けた秘密情報に秘密情報番号を付ける。

（秘密情報の表示）
第7条		秘密情報は、第6条の規定によってその指定を受けたときは、秘密情報としての表示を次の各号の事項を所定の方法により表示しなければならない。
①	第4条の規定により指定された秘密情報の区分
②	秘密情報番号
③	秘密取扱期間
④	作成した場合は作成担当部署名

（秘密情報の保管）
第8条	1.	秘密情報の保管は、当該秘密情報を保有する管理責任者が自ら行わなければならない。
2.	管理責任者は原則として次のように管理する。
①	極秘および秘密の情報は、秘密情報管理台帳を作成し、秘密情報管理番号によって管理する。
②	極秘および秘密の情報は、書面によるものは施錠可能な場所に、また、データによるものは特定のパスワードかけ、開示可能者のみが閲覧できるように保管し管理する。

（秘密情報の閲覧）
第9条	1.	開示可能者が秘密情報を見る場合、閲覧台帳に必要事項を記入し、署名押印する。
2.	開示可能者以外の者が秘密情報を見たいときは、管理責任者に申請し許可を得るものとする。
3.	前項の申請があった場合であって、管理責任者がその閲覧を許可する際には、閲覧台帳に必要事項を記入し、署名押印するものとする。

（秘密情報資料の複写）
第10条		秘密情報資料の写しをとる場合は、管理責任者の許可を必要とする。管理部署でその部数を原本または控えに明記し、閲覧台帳によって所在を明らかにしなければならない。

（秘密情報の持出し）
第11条		秘密情報の院外への持出しは、原則禁止する。業務上、やむを得ない場合には、管理責任者に申請し、その指示に従うものとする。

（秘密保持義務）
第12条	1.	秘密情報の開示を受けた歯科医師及び職員は、知り得た秘密情報を、第4条に定める区分に基づく開示可能範囲外の者に開示、または流出してはならない。
2.	秘密情報の開示を受けた歯科医師及び職員は、知り得た秘密情報を、業務遂行の目的のために使用し、他の目的のために使用することはできない。
3.	秘密情報の開示を受けた歯科医師及び職員は、業務上で秘密情報をその開示可能範囲外の者に開示する必要ができた場合には、あらかじめ管理責任者に報告し、その指示に従って行わなければならない。
4.	この条に定める秘密保持義務は歯科医師退任後及び当社職員でなくなった後も同様とする。

（秘密情報の指定の変更、解除）
第13条	1.	管理責任者は、自部署の秘密情報の指定において変更事由が生じた場合、変更または解除などの適切な措置を講じる。
2.	管理責任者は、自部署の秘密情報の指定の変更あるいは指定の解除が発生した場合、必要事項を管理台帳に記入し、関係者に通知するなど適切な措置を講じる。

（秘密情報の廃棄）
第14条		秘密情報およびこれに関する草案、その他不要物件の廃却は、一定の期日を定め、各管理責任者の責任において焼却、その他廃却の処置をとることができる。

（懲戒）
第15条		この規程に違反した場合は就業規則に定める懲戒に対象となる。



（付則）
[bookmark: _GoBack]実施時期　この規程は●●年●月●日から施行する。
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